
令和7年2月1日発行　第133号

　　　 中村淳税理士事務所

　令和6年12月20日に、与党税制改正大綱が発表されました。今回のTAXNEWSでは、新たに創設される防衛

特別法人税や、前回に解説した基礎控除・給与所得控除の引き上げなど、個人・法人に影響を及ぼす主な改

正点について解説します。

　上記のほか、所得税についての防衛増税、暗号資産取引の課税、上場株式等の相続税評価方法等

の見直し、死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ等については改正が見送られました。

※税制改正大綱は政府与党案です。国会での予算審議後、法律として成立し、施行されます。
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掛金拠出額が7,000円増額され、第2号被保険者（会社員等）は月62,000円に、第一号
被保険者（自営業等）は月75,000円となります。
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防衛特別法人税＝(法人税額－500万円）×4％
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・税率23.2％×4％＝約１％の増税

・基礎控除500万円があるので約2,400万円の所得から課税対象
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事業承継税制の
役員就任要件

緩和

事業承継税制の特例措置（贈与税）の役員就任要件が「贈与の日まで引き続き3年以
上役員であること」から、「贈与の直前において役員であること」に緩和。
また、きわめて異例の時限措置であり、適用期限(令和9年12月31日までの贈与)は今
後とも延長しない、と今回の大綱にも明記されました。

令和8年4月1日以降に開始する事業年度から

年齢19歳以上23歳未満の親族がいる場合の所得控除

令和7年4月1日以降に開始する事業年度から

退職所得控除の
調整規定の拡大

ＤＣ・ｉＤｅＣｏの老齢一時金を受け取った後で10年以内に退職金を受け取る場合、退職
所得控除額が減額される。（現行：5年以内）
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